
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度千葉県特別会計国民健康保険事業予算（案）の概要 

資料 ３ 



支出

① 保険給付に必要な費用を、

全額、市町村へ交付

②災害等による保険料の減

免額等が多額であることや、

市町村における保健事業

を支援するなど、市町村に

特別な事情がある場合に、

その事情を考慮して交付

支出

保険料 保険給付費

支出

保険料 保険給付費

納付金 交付金

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。

※ 都道府県にも国保特別会計を設置

○ 市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

市町村の

国保特別会計 Ａ市

現行 改革後

公費

・定率国庫負担
・保険料軽減 等

収入
公費

保険料軽減 等

公費

収入定率国庫負担 等

収入

改革後の国保財政の仕組み （イメージ）

（～Ｈ29） （Ｈ30～）
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一般会計

被保険者

国

都道府県

一般会計

市町村

一般会計
国保特別会計

国保特別会計

国保連

医療機関

保険給付費

保険給付費

現金給付

現物給付

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/2

平成30年度以降の国保財政の基本的な枠組みについて

財政安定化
基金

支払基金

現物給付
（診療）

地方交付税措置

・基盤安定（保険者支援）

・財政安定化支援事業

・基盤安定（法定軽減分）

・定率国庫負担32％
・調整交付金（国）9％
・保険者努力支援分
・特別高額医療費共同事業負担金

・高額医療費負担金1/4相当分
・特定健診1/3
・財政安定化基金積立金10/10

・都道府県繰入9％相当分
・高額医療費負担金1/4相当分
・特定健診1/3

・前期高齢者
交付金

・療養給付費等
交付金

・後期高齢者支援金等
・介護納付金
・前期高齢者納付金
・病床転換支援金等

・事業費納付金
【医療・後期・介護】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）
⇒国・都道府県負担分も含めて全額繰入れ

保険料
【医療・後期・

介護】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）3/4
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/4

・保険給付費等交付金
（特別交付金）

保険者努力支援

市町村向け特別調整

交付金等相当分

特定健診2/3
県繰入金２号分

・保険給付費等交付金
（普通交付金）
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財政安定化支援事業

50％ 50％

○普通調整交付金（７％）

都道府県間の財政力の不均衡等（医療
費、所得水準）を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によって、措置できな
い都道府県・市町村の特別の事情（災
害等）を考慮して交付。

※ 平成30年度以降、800億円程度につ
いて、実質的増額。

調整交付金（国）

（９％）

調整交付金（国）

（32％）

定率国庫負担

市町村への地方財政措置：1,000億円

○ 高額な医療費（１件80万円超）の発生

による国保財政の急激な影響の緩和を

図るため、国と都道府県が高額医療費

の１/４ずつを負担

高額医療費負担金

保険料

○ 低所得者の保険料軽減分を公費で
支援。

（都道府県 3/4、市町村 1/4）

○ 低所得者数に応じ、保険料額の一定割
合を公費で支援

（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

都道府県
繰入金
（９％）

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の65歳から74歳の前
期高齢者の偏在による保険者間の負担
の不均衡を、各保険者の加入者数に応
じて調整。（市町村単位→都道府県単位
の交付に）

前期高齢者
交付金

保険料軽減制度

保険者支援制度

保険者支援制度

保険料軽減制度

高額医療費負担金

特別高額医療費
共同事業

○ 都道府県・市町村の医療費適正化、予
防・健康づくり等の取組状況に応じ支援。
事業規模： 800億円程度

保険者努力支援制度

保険者努力支援制度

○ 著しく高額な医療費（１件420万円超）に

ついて、都道府県からの拠出金を財源に

全国で費用負担を調整。国は予算の範

囲内で一部を負担。

※ 平成30年度以降、数十億円程度増額

【財政安定化基金】

○ 貸付・交付分（2,000億円）
給付増や保険料収納不足により財源

不足になった場合に備え、都道府県に
基金を設置し、都道府県・市町村に対し
て貸付・交付を行う。

○ 激変緩和分（300億円）
平成35年度までの間、新制度の円滑

な施行に必要な資金として活用可能。

特別高額医療費共同事業

（赤字は国保改革による変更点）

平成30年度以降の国保財政の姿（全国ベース）
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歳入：５４０，９８０百万円 歳出：５４０，９８０百万円

　国保事業費納付金
１７４，７１２百万円 調整交付金（国）

高額医療費負担金
　２９，１９１百万円

　国5,242百万円 ・ 県5,242百万円

特別高額医療費共同事業

　国305百万円・共同事業交付金576百万円

特定健診等負担金

　定率国庫負担
　国1,000百万円 ・ 県1,000百万円 財政安定化基金の造成見込み

保険者努力支援制度交付金 １０２，９６０百万円 １８５，３７６百万円 

2,338百万円

療養給付費等交付金
648百万円

財政安定化基金繰入金
1,803百万円

 保険料軽減制度

３／４ １／４

県予算額　12,279百万円（3/4相当） 　県繰入金

 保険者支援制度 財政安定化基金

１／２ １／４ １／４ 　２８，９５８百万円 　　補助金 被保険者数の見込み：　１，４５７千人
県予算額　 2,617百万円（1/4相当）  1,563百万円

 ※保険料軽減制度と保険者支援制度の県負担分は、
　  県の特別会計を経ず、直接市町村へ支出している。 事務費等繰入金

66百万円 世帯数の見込み：　８９５千世帯

凡例 国： 県： 市町村： 保険料： その他：

　
前
期
高
齢
者
交
付
金

特別会計国民健康保険事業の姿 （千葉県の平成30年度当初予算 (案)）

1/3 1/3 1/3

1/4 1/4

保険給付費等交付金 ４２６，６１６百万円
後期高齢者支援金 ８１，９８５百万円
介護納付金 ２９，８６７百万円
前期高齢者納付金 ３０６百万円
特別高額医療費共同事業拠出金 ５７６百万円
財政安定化基金積立金 １，５６３百万円
その他 ６７百万円

H27増減 １０億円 ― ―
H28増減 ２１億円 ― ―
H29増減 ５６億円 １５億円 ２６億円
H30増減 １６億円 ▲５億円 ▲１３億円

H30末時点 １０３億円 １０億円 １３億円
※Ｈ２９以降は見込額

本来目的分 激変緩和分
H30・H31
充当分
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